
西宮税務署からのお知らせ

（裏面につづく）

西宮税務署

書かない 確定申告

すでに

70％約 の方が

e-Taxで
申告しています!!

確定申告書等作成コーナーなら

金額等を入力するだけで

自動計算で申告書が完成！

国税庁・国税局・税務署では、税務行政のデジタル化にお
ける手続の見直しの一環として、令和７年１月から、申告書
等の控えに収受日付印の押なつを行わないこととしました。
令和７年１月からは、申告書等を書面で提出する際には、

申告書等の正本（提出用）のみを提出（送付）していただき
ますよう、お願いします。
また、申告書等の提出年月日は、必要に応じて、ご自身で
記録・管理をお願いします。
※ 対象となる「申告書等」とは、国税庁・国税局・税務署に提出（送付）される全ての文書です。

申告書等の提出は、是非e-Taxをご利用ください

申告書等をe-Taxにより提出した場合は、メッセージボックスから送信日時

や申告内容を確認することができます。

いつでも どこでも
初めてでも 安心♪

https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top


● 入場には「入場整理券」が必要です。なお、「入場整理券」は会場内で配付します。
● 混雑状況に応じて早めに相談受付を終了する場合があります。
● 来場の際は公共交通機関をご利用ください（各会場とも専用駐車場がございません。）。

○ 申告書作成会場について

ふるさと納税のワンストップ特例を受けられる方はご注意ください！
ふるさと納税のワンストップ特例の適用を受けている方が、確定申告を行う場合には、ふるさと納
税の全ての金額を含めて申告する必要があります。

（全国一律市内通話料金）

◎お電話での相談

0570-01-5901

03-5638-5171
（通常通話料金）

e-Taxの使い方
（操作方法等）

令和６年分の所得税等確定申告の申告相談について

令和６年分所得税等の確定申告書の申告相談は、１月24日（金）以前は受け付けておりません。

来場の際は「マイナンバーカード」「スマホ」「マイナンバーカードのパスワード２つ①署名用電
子証明書のパスワード（英数字６～12文字）②利用者証明書用電子証明書のパスワード（数字
４文字）」をご持参ください.

▼　オンライン提出の流れ

▼　オンライン提出（e-Tax
ログイン）はこちらから！


